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Ⅲ 浜松市の若年女性のやせの現状と今後の取り組み 

１ 浜松市の現状 (浜松市妊婦質問票・浜松市保健総合管理システムより) 

新たに令和 3～4 年度に出産した女性の妊婦質問票（母子健康手帳交付時実施）の回答より

妊娠前の BMI を算出し、児の出生体重、食生活等のデータを分析した。 

※ 分析対象は、令和元～4年度に出産した女性のうち、妊娠中に妊婦質問票に回答した者 

（１） 20 歳代女性の「やせ」の者（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の割合 

        (単位：人) 

 対象人数 「やせ」 「やせ」の割合 

R1 年度 1,249  291  23.3％ 

R2 年度 1,558  353  22.7％ 

R3 年度 1,169 260 22.2％ 

R4 年度 1,470 288 19.6％ 

  （参考値） 

令和元年国民健康・栄養調査：20歳代女性のやせの者（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の割合 20.7％ 

※ 健康日本 21（第二次）の目標値 20％ 

（２） 20～30 歳代女性の「やせ」の者（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の割合の推移 

        (単位：人) 

 対象人数 「やせ」 「やせ」の割合 

R1 年度 4,860 939 19.3％ 

R2 年度 4,873 887 18.2％ 

R3 年度 4,564 819 17.9％ 

R4 年度 4,500 807 17.9％ 

  （参考値） 

令和元年国民健康・栄養調査：20～30 歳代女性のやせの者（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の 

割合 18.1％ 

健康日本 21（第三次）目標値 20～30 歳代女性のやせの者の割合の減少：15％未満 

（３） 体格指数（BMI）「やせ」「標準」「肥満」における、出生時体重による新生児の数、割合   
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【結果】 

「やせ」の者は、低出生体重児の割合が有意に多い。 

「標準」の者は、低出生体重児の割合は少なく、正期出生体重児の割合が多い。 

（４） 令和 4 年度における「やせ」（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の者における年代別の出生時体重児

の割合 

（５） 低出生体重児における母の体格指数（BMI）別の在胎週数の割合 
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令和4年度「やせ」の者における出生時体重児の年代別内訳（n=836）
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【結果】

年代が高くなるほ

ど、低生体重児の割

合が多い。

【結果】

低出生体重児の母で

「肥満」の者は、早産

の割合が 62％と多い

が、「やせ」の者は、

正期産児で低出生体

重児の割合が 70.2％

と多い。 

70.2%

58.7%

38.0%

29.8%

41.3%

62.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ（121人）

標準（281人）

肥満（50人）

令和４年度低出生体重児における在胎週数の割合（n=452）

正期産児（在胎37週0日～41週6日） 早産児（在胎22週0日～36週6日）
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（６） 妊婦の年齢を 29歳以下と 30 歳以上に分類し、妊婦質問票の「バランスのとれた食事を 

とるための必要な知識があるか」「普段バランスのとれた食事を作ったり食べたりするか」

の質問に対する回答について分析   

① バランスのとれた食事をとるために必要な知識  (単位：人)

【結果】  

 29 歳以下で「あまりない」「まったくない」の割合が 30歳以上と比較して有意に多い。 

② 普段バランスのとれた食事を作ったり食べたりするか 

(単位：人)

【結果】 

29 歳以下で「あまりしていない」「していない」の割合が 30歳以上と比較して有意に多い。 

対象人数 29 歳以下 30 歳以上 総計 

R3 年度 1,090 3,719 4,809 

R4 年度 1,481 3,362 4,843 

対象人数 29 歳以下 30 歳以上 総計 

R3 年度 1,124 3,756 4,880 

R4 年度 1,478 3,361 4,839 
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２ まとめ 

本市では、20 歳代女性の「やせ」の者（BMI＜18.5ｋｇ/㎡）の割合は、令和 4年度に 19.6％

と若干減少し、健康日本 21（第二次）の目標値 20％を下回っている。 

20～30 歳代女性のやせの者の割合では、本市は、令和 3年度、令和 4年度と共に 17.9％

と健康日本 21（第三次）における 20～30 歳代女性の目標値の 15％未満を上回った。 

また、BMI が「やせ」の女性においては、低出生体重児の割合が、「標準」「肥満」と比較

して有意に多く、しかも高齢になるほどその割合が高かった。低出生体重児の母のうち、「肥

満」の者は早産の起因によるものが多いと推測される一方、「やせ」の者では、正期産児の

割合が多いことがわかった。 

食生活の面からも、バランスのとれた食事の知識、及び実践から見て、20 歳代の若い世

代ほど有意に低かった。 

妊娠前からの若い世代の適正体重維持とバランスのとれた食事の対策が重要である。 

３ 取り組み内容 

（１） 妊産婦への対策（令和 4年度より実施） 

・ 母子手帳交付時における「あなたと赤ちゃんのためのおすすめ食生活」リーフレット（静

岡県栄養士会と協働作成）（別紙１）の配布と活用 

・ 保健師、助産師が、母子健康手帳交付時に妊婦の BMI と体重増加量の目安や食生活につ

いての情報提供、及び必要に応じて管理栄養士からの食生活支援 

（２） 妊娠前の若い世代への対策（令和 5年度 新規）～プレコンセプションケア～ 

① 将来の生活習慣病予防のための健康なからだづくりと次世代を担う子供の健康につな

げることを目的に本市で作成した「今の食生活が『未来の自分』をつくります」リーフ

レット（別紙 2）を活用した適正体重の維持と望ましい食習慣の定着の支援 

【対象】中学校、高等学校の生徒及び保育園、幼稚園児の保護者 

【令和 5年度の計画】 

・ 公立保育園（20園）において、各保育園担当栄養士による保護者に向けた健康教育 

・ 令和 6年度事業展開に向けての私立幼稚園でのモデル事業 

・ 高等学校における選択クラスでの実施（3校予定） 

② 「未来の自分を考える講座（こころと身体編）～もっとすてきな自分に そして未来の

家族のために～」の実施（別紙 3） 
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【報告】浜松市妊娠糖尿病事業について（浜松市妊娠糖尿病世話人会の活動報告）

１．「浜松市妊娠糖尿病世話人会」発足の背景 

 健診を受ける機会が少ないなどの理由で女性は糖尿病の診断が遅れることが報告されている。妊娠

糖尿病(GDM)は出産後一時的に血糖が正常化しても将来糖尿病を発症するリスクが高く、GDM 既往女性

の糖尿病の早期診断、発症予防を目的に平成 27年度から妊娠糖尿病支援事業が開始された。当事業を

継続していく中で以下の 2つの課題が見えてきた。 

事業開始後約 1400 人(令和 4 年上半期まで)の GDM 妊婦が拾い上げられ、GDM 小委員会＊の報告では

産後 1-3 か月後の検査では約 33％に耐糖能異常を認めた。現在市内の主に糖尿病専門施設で 1 年に 1

回程度の経過観察をうけている。同委員会の報告では 2 年目までに全体の 22％が中断し、中断例の約

40％が中断前に糖尿病予備群か出産後の検査を一度も受けていなかった。今後産後の経過観察の必要

性について周知するとともに、受診しやすい環境を整えていく必要がある。 

また同委員会の報告では、当地区の GDM 妊婦の出生児についての検討では、SGA(small for 

gestational age)児の割合が全体では 7.4％で、GDM の診断時期別にみると前期は 5.1％、中期は 8.5％

と前期に比べて中期診断例で SGA 児の割合が高かった。中期診断例では GDM の診断後出産までの期間

が短く、内科受診までの間に自己流の食事制限を始める事例があり、また、内科受診後食事の説明をう

けても習得まで行かずに適正な摂取カロリーを摂らずに出産に至っている例があることが危惧される。

GDM 診断後速やかに食事等について説明し、習得状況をきめ細かく確認していく必要がある。 

  以上のことを踏まえ、GDM 診断直後から出産後まで継続して市内各医療機関と行政が連携して介入す

る仕組みづくりと、関わる各専門職のスキルアップが必要と考え「浜松市妊娠糖尿病世話人会」が発足

した。

＊：GDM妊婦の妊娠中から出産後の血糖管理、経過観察を行っている糖尿病専門医、健康増進課等で構成 

２．浜松市妊娠糖尿病世話人会のメンバー 

  ・浜松北病院内科 源馬理恵子医師（糖尿病のよりよい連携医療をめざす会）  

・遠州病院、浜松医科大学附属病院、浜松医療センター、聖隷浜松病院、きくち内科クリニックより、 

看護職各 1名（看護師 3名、助産師 2名） 

  ・浜松医科大学医学部看護学科 安田孝子教授 

  ・浜松市助産師会      

・浜松市健康増進課 

３．活動内容 

(1)妊娠糖尿病手帳の改訂                         

  現在使用している妊娠糖尿病手帳は、産後の糖尿病発症予防を目的に検査内容の記録や産後の生

活管理について示している。今回の改訂版は GDM の診断直後から医療従事者が指導に活用でき、妊

婦が食事管理をはじめ生活上必要な情報を得ることができることを目的に作成した。出産後は本人

のみならず、児の健診の必要性についても言及した。各項目についてはより詳細なリーフレットを作

成した（下記）。今年の 9月頃から浜松市内の妊産婦健診委託医療機関への配布を予定している。 
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（2）リーフレットの作成と活用 

世話人会のメンバーが、下記の 6項目（妊娠期：4項目、産後：2項目）のリーフレット作成を担当

し、会の中で協議しながら内容の修正等を行った。また、世話人所属医療機関の看護部長職、奇松会

会長、糖尿病専門医に回覧し、必要な加筆修正を行った。 

① 妊娠糖尿病ってなんですか？  

② 妊娠中に気をつけてほしいこと 

③ 妊娠中の食事／分割食はなぜよいの？ 

④ 妊娠中の血糖管理 

⑤ 産後の生活（授乳・食事・次回妊娠） 

⑥ 産後の受診と検査 

医療機関や行政の保健師・助産師・看護師が自由にリーフレットを活用できるよう、浜松市のホー

ムページに PDF を掲載する。また、GDM と診断された当事者の方が自由に閲覧・ダウンロードができ

るよう、妊娠糖尿病手帳にホームページの QR コードを掲載し案内する。 

 (３) 妊娠糖尿病に関わる病院と行政の専門職のスキルアップ研修会の実施 

 ・開催目的：浜松市において GDM 妊産婦に関わる医療・行政の専門職が、同じツール（今回作成した妊

娠糖尿病手帳やリーフレット）を使用し同じように指導・助言ができる体制を整えるため。 

 ・開催日時：令和 5年 10 月 21 日(土) 14 時 00分～ 

 ・対象：市内妊産婦健診委託医療機関、浜松市助産師会、浜松市保健師・栄養士 
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